
瀬戸市旅費条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１０月１日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市規則第３１号 

瀬戸市旅費条例施行規則の一部を改正する規則 

瀬戸市旅費条例施行規則（昭和２６年瀬戸市規則第１８号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （条例第２条第４号に規定する規則で定める者 

 ） 

（視察講習等の旅費） 

 

第３条 条例第２条第４号に規定する規則で定め

る者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

 

第３条 条例第８条の規定により視察、講習、研

修、学校派遣その他これらに類する目的のため

旅行するときは、宿泊料は、その内容により定

額の２割以内を減額することができる。 

⑴ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第

６条の４第１項に規定する旅行業者 

 

⑵ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第

１３条第１項に規定する鉄道運送事業者及び

軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に

規定する軌道経営者 

 

⑶ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）

第２３条の３第２項に規定する船舶運航事業

者 

 

⑷ 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２

条第１８項に規定する航空運送事業を経営す

る者 

 

⑸ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第９条第７項第３号に規定する一般旅客自動

車運送事業者 

 



⑹ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）   

第２条第１項に規定する旅館業を営む者 
 

⑺ 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８

３号）第７条第１項に規定する一般貨物自動

車運送事業者及び貨物利用運送事業法（平成

元年法律第８２号）第５５条第１項に規定す

る貨物利用運送事業者 

 

⑻ 外国における前各号に掲げる者に相当する

もの 
 

⑼ 割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）

第３１条に規定する登録包括信用購入あっせ

ん業者（国との契約によりカード等（同法第

２条第３項第１号に規定するカード等をいう

。）を前各号に掲げる者が提供する役務その

他の旅行に係る役務の対価の支払のみのため

に旅行者に提供する場合に限る。） 

 

（宿泊費基準額等）  

第５条 条例第１６条ただし書に規定する規則で

定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費

基準額を超える場合であって、旅行命令権者が

次の各号のいずれかに該当すると認めるときと

する。 

 

 

⑴ 宿泊を伴う研修、会議等の主催者から宿泊

施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊

することが困難であるとき。 

 

⑵ 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条

件において検索し、その結果から最も安価な

宿泊施設を選択するとき。 

 

 （宿泊手当）  

第６条 条例第１７条ただし書に規定する規則で

定める場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規

則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊

費について次の各号に掲げる場合に該当すると

きは、当該各号に掲げる額とする。 

 



⑴ 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当

するものが含まれる場合 条例で定める定額

の３分の２の額 

 

⑵ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが

含まれる場合 条例で定める定額の３分の１

の額 

 

２ 条例第１７条ただし書に規定する規則で定め

る場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規則の

規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃そ

の他の交通費（包括宿泊費のうちこれらに相当

するものを含む。）に食費に相当するものが含

まれる場合は、前項の例による。 

 

３ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しく

はこれに相当する場所をいう。）に宿泊する場

合には、前２項の規定にかかわらず、宿泊手当

は支給しない。 

 

（旅費の調整） （旅費の調整） 

第７条 条例第２３条第１項の規定に基づき、次

の各号に該当する場合は、当該各号に定める基 

準により旅費の支給を調整する。 

第５条 条例第２３条第１項の規定に基づき、次

の各号に該当する場合は、当該各号に定める基 

準により旅費の支給を調整する。 

⑴ 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂

施設等を無料で利用して旅行したため、正規

の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、

宿泊費又は宿泊手当を要しない場合には、そ

れぞれの額を支給しない。 

⑴ 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂

施設等を無料で利用して旅行したため、正規

の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は

食卓料を要しない場合には、それぞれの額を

支給しない。 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

２ 条例第２３条第２項の規定に基づき、当該旅

行における特別の事情により又は当該旅行の性

質上困難であると認める場合は、その必要とす

る旅費を支給する。 

２ 条例第２３条第２項の規定に基づき、次の各

号に該当する場合は、当該各号に定める基準に 

より旅費の支給を調整する。 

 ⑴ 宿泊施設が指定されている場合その他当該

宿泊施設以外に宿泊することが困難であると

認める場合においては、宿泊料定額を超過し

て現に支払った額を増額して支給する。 



 ⑵ 当該旅行における特別の事情により又は当

該旅行の性質上困難であると認める場合は、

その必要とする旅費を支給する。 
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の瀬戸市旅費条例施行規則の規定は、この規則

の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行につ

いては、なお従前の例による。 


